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TOPICSTKEスポーツセンター

トレーニング４月講習会
日の出・十四山東部投票区の
投票所が変わります

投票区は、国や地方公共団体の選挙を行う際に、選挙
期日にどこの投票所で投票できるかを定めたもので、市
内には12の投票区・投票所があります。
施設の民営化や老朽化に伴い、一部の投票所を変更し

ます。長年慣れ親しんだ投票所が変更になることで、市
民の皆さんにはご不便をおかけしますが、安心して1票
を投じられるよう、さらなる環境整備を進めますので、
ご理解をお願いします。

令和7年度以降執行の選挙から
（7月執行予定　参議院議員通常選挙）

　市選挙管理委員会事務局（内線445・446）
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廃食用油を回収します11
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市役所環境課（内線 232・233）

ごみの減量化および環境にやさしい循環型社会の構築を目指
して市内の家庭から排出される廃食用油を回収します。
回収した廃食用油はSAF（Sustainable Aviation Fuel：持続

可能な航空燃料）へ再資源化し、航空機の燃料として再利用され
ます。

4月1日（火）～　　午前8時30分～午後5時

市役所本庁舎　環境課

ペットボトルに入れ、しっかりとふたを閉めた状態で市役所
2階環境課の窓口までお持ちください。
回収できる油
弥富市内の家庭から排出される植物性廃食用油
回収できない油
動物性油、機械油、灯油、事業用油、薬品で固めた油など

変更する時期

と　き

ところ

回収方法

と　き

トレーニング室利用料

所要時間

持ち物

申し込み方法

①10:00 ～　②14:30 ～ 　③18:30 ～

4日
5日
6日
8日
12日
13日
16日
19日
20日
24日
26日
27日
29日

（金）
（土）
（日）
（火）
（土）
（日）
（水）
（土）
（日）
（木）
（土）
（日）
（火・祝）

1回目
②
②
①
②
②
①
②
②
①
②
②
①
①

投票所を変更する投票区 日の出 十四山東部

変更前 ひので 保育所 十四山公民館講堂

変更後 日の出小学校 十四山総合
福祉センター

2回目
③
③
②
③
③
②
③
③
②
③
③
②
②

トレーニング室をご利用いただくには、初回に無料の
トレーニング講習会（器具説明など）を受講いただく必
要があります。なお、小学生以下のご利用はできません。

電話または窓口

・運動のできる服装
・上履き

1時間半程度

・中学生150円
・大人300円

日　程

※予定は変更になる場
合があります。

　TKEスポーツセンター（十四山スポーツセンター）
☎52－2110

1006451

エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受
けた市民や事業者を支援するため。
※申請は不要です。

令和７年４月～５月利用分

免除のために、銀行やＡＴＭへ誘導することはありません。
不審に感じた場合は、その場で回答せず、ご家族に相
談したり、警察や海部南部水道企業団までお問い合わ
せください。
※市議会などの議決を要します。

海部南部水道企業団と給水契約を結び、かつ、市内で
給水されている世帯や事業者（官公庁は除く）

対象者

ご注意

対象期間

目的
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令和7年度元気塾

市地域包括支援センター　☎65－5521
市役所介護高齢課（内線174・175）

「元気な心身を保ち、元気な生活を送ろうとしている市民」
をお手伝いします。生涯元気でいるために役立つ「健康運動指
導士による運動」を中心に「フレイルチェック」「歯科衛生士に
よる口腔ケア講話」「保健師・社会福祉士・介護支援専門員な
どによる各種相談」などを行います。

・水分補給用のドリンク類　・汗拭きタオル
・運動しやすい服装でお越しください
おおむね65歳以上の方
無料　※教材費をいただく場合があります。

毎週1回、各会場で同じメニューを行います。予約は不要
ですので、開催時間に開催場所へ直接お越しください。

上水道の基本料金免除期間を
2カ月間延長します

海部南部水道企業団　総務課　☎32－3111
市役所環境課（内線 234）

ところ 開催曜日 開催時間
十四山総合福祉センター 火曜日 13：30～ 14：30
いこいの里 水曜日 13：30～ 14：30
総合福祉センター 金曜日 11：00～ 12：00
※変更となる場合は、各会場に掲示などでお知らせします。

対象者

とき・ところ

持ち物

料　金
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設備設置費補助金が始まります

住宅用地球温暖化対策設備の設置に関する経費の一部
を予算の範囲内で補助金を交付します。

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助
金の交付の対象として指定された未使用のもの
詳しくは市役所環境課へお尋ねください。
※市議会の議決を要します。

1.市内に自ら居住する住宅（店舗などとの併用住宅
を含む）に対象設備を導入する方

2.自ら居住するため対象設備を備えた住宅を新築する方

予算がなくなり次第、補助金の申請受付は終了します。

4月1日から住民票の写しなどの交付に係る
本人通知制度を始めます

この制度は、代理人や第三者（国または地方公共団体
の機関を除く。）による住民票の写しまたは戸籍の取得
が行われた場合、交付の事実を登録者へ通知するもの
です。本制度は、第三者による住民票の写し等の請求を
拒否や交付の可否を確認する制度ではありません。
制度登録希望の方は、市民課で手続をお願いします。

３年間　※継続する場合は、手続が必要です。
市に住民票または本籍がある（過去にあった）方
※国内にお住みでない方は登録できません。

・本人通知制度登録申込書
・本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）
・登録者の本人確認書類の写し（申請を代理人が行う場合）
・委任状（申請を任意代理人が行う場合）
・戸籍謄本など資格を証明する書類（申請を法定代理
人が行う場合）

※ただし、現在の本籍が市にあり、資格を確認できる場合は
省略できます。

　市役所市民課（内線145）

対象設備

定置用リチウムイオン蓄電システム

電気自動車等充給電設備（V2H）

補助金額

150,000円（一律）

50,000円（一律）

対象者

補助要件 登録期間
対象者

必要書類

申込期限

　市役所環境課（内線 234）
1006423
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